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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に

要する費用の額の算定に関する基準 

発令    ：平成24年3月14日号外厚生労働省告示第125号 

最終改正：令和3年3月23日号外厚生労働省告示第87号 

改正内容：令和3年3月23日号外厚生労働省告示第87号[令和3年4月1日] 

 
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支

援に要する費用の額の算定に関する基準 

〔平成二十四年三月十四日号外厚生労働省告示第百二十五号〕 

障害者自立支援法〔現行＝障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律＝

平成二四年六月法律五一号により題名改正〕（平成十七年法律第百二十三号）第五十一条の十

七第二項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算

定に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談

支援に要する費用の額の算定に関する基準 

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十

三号。以下「法」という。）第五十一条の十七第二項の規定に基づき、指定計画相談支援（同

項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）に要する費用の額は、別表計画相談支

援給付費単位数表により算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じ

て算定するものとする。 

二 前号の規定により指定計画相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に

一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。 

前 文〔抄〕〔平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号〕 

平成二十五年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八九号〕 

平成二十六年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一七一号〕 

平成二十七年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇二号〕 

平成三十年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号〕 

平成三十一年十月一日から適用する。 

附 則〔令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。 
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（基本報酬に係る経過措置） 

第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第１の１のイからホまで、

第２の１のイ及びロ、第３の１のイからトまで、第４の１のイからタまで、第５の１のイ及

びロ、第６の１のイからニまで、第７の１のイからホまで、第８の１のイからハまで、第９

の１のイからホまで、第１０の１のイからニまで、第１１の１のイからヘまで、第１２の１

のイ及びロ、第１３の１のイ及びロ、第１４の１のイからホまで、第１４の２の１のイから

ハまで、第１４の３の１のイ及びロ、第１５の１のイからニまで、第１５の１の２のイから

ニまで、第１５の１の２の２のイからホまで並びに第１５の１の３のイからニまで、新障害

児通所給付費等単位数表第１の１のイからトまで、第２の１のイからニまで、第３の１のイ

からホまで、第４の１及び第５の１、新障害児入所給付費単位数表第１の１のイからホまで

及び第２の１のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に

関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第１の１のイからハまで並びに第２の１のイ

及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相

談支援給付費単位数表１のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に

基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付

費単位数表１のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を

算定する。 

別表 

計画相談支援給付費単位数表 

１ 計画相談支援費 

イ サービス利用支援費 

（１） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) １，８６４単位 

（２） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) １，７６４単位 

（３） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) １，６７２単位 

（４） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) １，６２２単位 

（５） サービス利用支援費(Ⅰ) １，５２２単位 

（６） サービス利用支援費(Ⅱ) ７３２単位 

ロ 継続サービス利用支援費 

（１） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) １，６１３単位 

（２） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) １，５１３単位 

（３） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) １，４１０単位 

（４） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) １，３６０単位 

（５） 継続サービス利用支援費(Ⅰ) １，２６０単位 
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（６） 継続サービス利用支援費(Ⅱ) ６０６単位 

注１ サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者（法第５１条の１７第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。）が、計画相談支援対象障害

者等（同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。注１の（１）を除き、以下

同じ。）に対して指定サービス利用支援（同号に規定する指定サービス利用支援をい

う。以下同じ。）を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法

により、１月につき所定単位数を算定する。 

（１） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)

までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村

⾧に届け出た指定特定相談支援事業所（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準（平成２４年厚生労働省令第２８号。以下「指定基準」という。）第３条第１項

に規定する指定特定相談支援事業所をいう。以下同じ。）における計画相談支援対

象障害者等の数（同条第２項に規定する計画相談支援対象障害者等の数をいう。１

１において同じ。）を当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員（同条第１項

に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。）の員数（前６月の平均値とし、新

規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。）

で除して得た数（以下「取扱件数」という。）の４０未満の部分に相談支援専門員

の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型サービス利用支

援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型サー

ビス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型サービス利用支援費

(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型サービス利

用支援費は算定しない。 

（２） サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における取扱

件数の４０未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定

する。 

（３） サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における取扱

件数が４０以上である場合において、当該取扱件数から３９を減じた数に相談支援

専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。 

２ 継続サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者等

に対して指定継続サービス利用支援（法第５１条の１７第１項第２号に規定する指定

継続サービス利用支援をいう。以下同じ。）を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に掲げる方法により、１月につき所定単位数を算定する。 

（１） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支

援費(Ⅳ)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
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て市町村⾧に届け出た指定特定相談支援事業所における取扱件数の４０未満の部

分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強

化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)まで

のいずれかの機能強化型継続サービス利用支援費を算定している場合においては、

機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費

(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続サービス利用支援費は算定しない。 

（２） 継続サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における

取扱件数の４０未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について

算定する。 

（３） 継続サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における

取扱件数が４０以上である場合において、当該取扱件数から３９を減じた数に相談

支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。 

３ 指定特定相談支援事業者が、指定基準第１５条第２項第６号（同条第３項第３号に

おいて準用する場合を含む。）、第９号、第１０号若しくは第１１号から第１３号ま

で（同条第３項第３号において準用する場合を含む。）又は同条第３項第２号に定め

る基準を満たさないで指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。 

４ 指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者（児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の２６第１項に規定する障害児相談支援対象保護者をい

う。）に対して指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。 

５ 指定特定相談支援事業者が、同一の月において、同一の計画相談支援対象障害者等

に対して指定継続サービス利用支援を行った後に、指定サービス利用支援を行った場

合には、継続サービス利用支援費に係る所定単位数は算定しない。 

６ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第７条第１項に規定する要介護状態区分（以下「要介護状態区分」と

いう。）が要介護１又は要介護２のものに対して、同法第４６条第１項に規定する指

定居宅介護支援（以下「指定居宅介護支援」という。）と一体的に指定サービス利用

支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)と

して、次に掲げる区分に応じ、１月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から

減算する。 

（１） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) ５７２単位 

（２） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) ５７２単位 

（３） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) ５７２単位 

（４） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) ５７２単位 

（５） サービス利用支援費(Ⅰ) ５７２単位 

（６） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) ６２３単位 
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（７） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) ６２３単位 

（８） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) ６２３単位 

（９） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) ６２３単位 

（１０） 継続サービス利用支援費(Ⅰ) ６２３単位 

７ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、要介護状態区分が要介護

３、要介護４又は要介護５のものに対して、指定居宅介護支援と一体的に指定サービ

ス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算

(Ⅱ)として、次に掲げる区分に応じ、１月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位

数から減算する。 

（１） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) ８８１単位 

（２） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) ８８１単位 

（３） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) ８８１単位 

（４） 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) ８８１単位 

（５） サービス利用支援費(Ⅰ) ８８１単位 

（６） サービス利用支援費(Ⅱ) ９２単位 

（７） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) ９３２単位 

（８） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) ９３２単位 

（９） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) ９３２単位 

（１０） 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) ９３２単位 

（１１） 継続サービス利用支援費(Ⅰ) ９３２単位 

（１２） 継続サービス利用支援費(Ⅱ) ２７８単位 

８ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、かつ、介護保険法第７条

第２項に規定する要支援状態区分が要支援１又は要支援２のものに対して、同法第５

８条第１項に規定する指定介護予防支援（以下「指定介護予防支援」という。）と一

体的に指定継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費（継続サービス利

用支援費(Ⅱ)を除く。）を算定した場合に、介護予防支援費重複減算として、１月に

つき１６単位を所定単位数から減算する。 

９ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定計画相談支援

を行った場合（注３及び注４に定める場合を除く。）に、特別地域加算として、１回

につき所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

２ 利用者負担上限額管理加算 １５０単位 

注 指定特定相談支援事業者が、指定基準第１３条に規定する利用者負担額合計額の管理を

行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

３ 初回加算 ３００単位 

注１ 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画（法第５条第２２項に
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規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。）を作成する計画相談支援対象障害者

等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

２ 初回加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指定計画相談支援の利用に係

る契約をした日からサービス等利用計画案（法第５条第２２項に規定するサービス等利

用計画案をいう。）を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの期間が３月を超え

る場合であって、当該指定計画相談支援の利用に係る契約をした日から３月を経過する

日以後に、月に２回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画

相談支援対象障害者等及びその家族に面接した場合は、所定単位数に３００単位に当該

面接をした月の数（３を限度とする。）を乗じて得た単位数を加算する。 

４ 主任相談支援専門員配置加算 １００単位 

注 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を１名以上配置し、かつ、

そのうち１名以上が別に厚生労働大臣が定める者（以下「主任相談支援専門員」という。）

であるものとして市町村⾧に届け出た指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支

援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研

修を実施した場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

５ 入院時情報連携加算 

注 計画相談支援対象障害者等が医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に

規定する病院又は同条第２項に規定する診療所（以下「病院等」という。）に入院するに

当たり、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該計画相

談支援対象障害者等の心身の状況や生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る

必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談支援対象障害者等１人に

つき１月に１回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 ただ

し、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次

に掲げる加算は算定しない。 

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) ２００単位 

ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) １００単位 

６ 退院・退所加算 ２００単位 

注 障害者支援施設、のぞみの園（法第５条第１項に規定するのぞみの園をいう。）、児童

福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、

障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。）、生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第３８条第２項に規定する救護施設若しくは同条第３項に規定す

る更生施設に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支

援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成１７年法律第５

０号）第３条に規定する刑事施設、少年院法（平成２６年法律第５８号）第３条に規定す
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る少年院若しくは更生保護事業法（平成７年法律第８６号）第２条第７項に規定する更生

保護施設に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法（平成１１年法律

第９３号）第１５条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更

生保護法（平成１９年法律第８８号）第６２条第３項若しくは第８５条第３項の規定によ

る委託を受けた者が当該委託に係る同法第６２条第２項の救護若しくは同法第８５条第

１項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設（更生保護施設を除く。）に宿泊していた

計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援（以

下「障害福祉サービス等」という。）を利用する場合において、当該計画相談支援対象障

害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象

障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福

祉サービス等の利用に関する調整を行った場合（同一の計画相談支援対象障害者等につい

て、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。）には、入所、入院、

収容又は宿泊の期間中につき３回を限度として所定単位数を加算する（３の初回加算を算

定する場合を除く。）。 

７ 居宅介護支援事業所等連携加算 

注 指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等を利用し

ている期間において、次の（１）から（６）までのいずれかに該当する場合に、１月につ

きそれぞれ（１）から（６）までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの（（１）から

（６）までに掲げる場合のそれぞれについて２回を限度とする。）を合算した単位数を加

算する。また、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等の利用を終了した日から

起算して６月以内において、次の（１）から（６）までのいずれかに該当する場合に、１

月につきそれぞれ（１）から（６）までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算

した単位数を加算する。 

（１） 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援（以下「指

定居宅介護支援等」という。）の利用を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を

提供する指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３８号）第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所

をいう。）又は指定介護予防支援事業所（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３７号）第２条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。）

（以下「指定居宅介護支援事業所等」といい、当該計画相談支援対象障害者等が利用す

る指定特定相談支援事業所と一体的に運営している場合を除く。）に対して、当該計画

相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な

情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画（介護保険法

第８条第２４項に規定する居宅サービス計画をいう。）又は介護予防サービス計画（同
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法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス計画をいう。）の作成等に協力する

場合 １００単位 

（２） 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、月

に２回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象

障害者等及びその家族に面接する場合（１のイ又はロを算定する月を除く。） ３００

単位 

（３） 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、当

該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅

介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合（１のイ又はロを算定する月を除く。） 

３００単位 

（４） 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促

進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就

業・生活支援センター又は当該通常の事業所の事業主等（以下この注において「障害者

就業・生活支援センター等」という。）による支援を受けるに当たり、当該障害者就業・

生活支援センター等に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計

画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該障害者就業・生活支援センタ

ー等における当該計画相談支援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 １０

０単位 

（５） 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に２

回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害

者等及びその家族に面接する場合（１のイ又はロを算定する月を除く。） ３００単位 

（６） 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活

支援センター等による支援を受けるに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の

状況の確認及び支援内容の検討に係る当該障害者就業・生活支援センター等が開催する

会議に参加する場合（１のイ又はロを算定する月を除く。） ３００単位 

８ 医療・保育・教育機関等連携加算 １００単位 

注 指定基準第２条第３項に規定する福祉サービス等（障害福祉サービス及び地域相談支援

を除く。）を提供する機関の職員等と面談を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必

要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成した場合に、計画相談支援対象

障害者等１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する（３の初回加算を算定

する場合及び６の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職

員のみから情報の提供を受けている場合を除く。）。 

９ 集中支援加算 

注 指定特定相談支援事業者が、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合に、

計画相談支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度としてそれぞれ３００単位を加
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算する。 

（１） 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の

求めに応じ、月に２回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計

画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合（１のイ又はロを算定する月を除

く。） 

（２） サービス担当者会議（指定基準第１５条第２項第１１号に規定するサービス担当

者会議をいう。以下同じ。）を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画

の実施状況（計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。）について説

明を行うとともに、同号に規定する担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、

サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合（１のイ又

はロを算定する月を除く。） 

（３） 福祉サービス等を提供する機関等（以下この（３）において「関係機関」という。）

の求めに応じ、当該関係機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障

害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合（１のイ若し

くはロ、５のイ又は６を算定する月を除く。） 

１０ サービス担当者会議実施加算 １００単位 

注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専

門員が把握したサービス等利用計画の実施状況（計画相談支援対象障害者等についての継

続的な評価を含む。）について説明を行うとともに、同号に規定する担当者に対して、専

門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供につい

て検討を行った場合に、計画相談支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度として所

定単位数を加算する。 

１１ サービス提供時モニタリング加算 １００単位 

注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成

した計画相談支援対象障害者等が利用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問するこ

とにより、障害福祉サービス等の提供状況等を確認し、及び記録した場合に、計画相談支

援対象障害者等１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。 ただし、相

談支援専門員１人当たりの計画相談支援対象障害者等の数が３９を超える場合には、３９

を超える数については、算定しない。 

１２ 行動障害支援体制加算 ３５単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村⾧に届け出た指定特

定相談支援事業所は、１月につき所定単位数を加算する。 

１３ 要医療児者支援体制加算 ３５単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村⾧に届け出た指定特

定相談支援事業所は、１月につき所定単位数を加算する。 
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１４ 精神障害者支援体制加算 ３５単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村⾧に届け出た指定特

定相談支援事業所は、１月につき所定単位数を加算する。 

１５ ピアサポート体制加算 １００単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市⾧村⾧に届け出た指定特

定相談支援事業所において、指定計画相談支援を行った場合に、１月につき所定単位数を

加算する。 

１６ 地域生活支援拠点等相談強化加算 ７００単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村⾧に届け出た指定特定相

談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事

態が生じた者（以下この注において「要支援者」という。）が指定短期入所（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指

定障害福祉サービス等基準」という。）第１１４条に規定する指定短期入所をいう。以下

同じ。）を利用する場合において、指定短期入所事業者（指定障害福祉サービス等基準第

１１８条第１項に規定する指定短期入所事業者をいう。）に対して当該要支援者に関する

必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整（現に当該要支援者が指定短

期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。）

を行った場合には、当該要支援者１人につき１月に４回を限度として所定単位数を加算す

る（当該指定特定相談支援事業者が指定地域定着支援事業者（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に

関する基準（平成２４年厚生労働省令第２７号。以下「指定地域相談支援基準」という。）

第３９条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定地域定着支援（指定地域相談支援基準第１条

第１２号に規定する指定地域定着支援をいう。）の事業とを同一の事業所において一体的

に運営している場合であって、当該指定地域定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定

に関する基準（平成２４年厚生労働省告示第１２４号）別表の第２の１の地域定着支援サ

ービス費を算定する場合を除く。）。 

１７ 地域体制強化共同支援加算 ２，０００単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村⾧に届け出た指定特定相

談支援事業所の相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相

談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第２条第３項に

規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか３者以上と共同して、在宅での

療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会（法第８９条の３第１項に規定する協議
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会をいう。）に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画

相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事

業所において、当該計画相談支援対象障害者等１人につき１月に１回を限度として所定単

位数を加算する。 


